
会 議 記 録 

 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表し

ます。 

会 議 名 令和７年度第２回高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会 

開催日時 令和７年９月３０日（火）午後２時１０分～午後３時５分 

開催場所 香川県農業協同組合高松市中央一宮支店 ２階会議室 

議    題 

（１）農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定につ

いて 

（２）農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定につ

いて 

（３）高松市地域計画の目標地図に位置付ける者の変更について 

公開の区分  □ 公開  □ 一部公開  ■ 非公開 

上記理由 

 農業者や農業団体から申請のあった農業経営改善計画・青年等就農

計画の審査並びに高松市地域計画の変更の検討を行うため開催するも

のであるが、その審議内容に個人及び法人の農業経営に関する情報が

記載されており、高松市情報公開条例第７条第１号及び第２号に該当

するため 

出席委員 

〔高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会委員：１２人〕 

溝淵部会長、三笠委員、山田委員、吉村委員、谷川委員、国方委員、

池添委員、原田委員、有岡委員、太田委員、亀井委員、吉原主席普及

員（代理出席） 

傍 聴 者   -人（定員-人） 

担当課及び 

連 絡 先 

農林水産課 農林計画係 

電話８３９－２４２２ 

  

会議の経過及び結果 

 

議題(１) 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

議題(２) 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

議題(３) 高松市地域計画の目標地図に位置付ける者の変更について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

 

 



【主な質疑・意見等】 

 

議題１「農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定について」 

 

Ａ委員）現状で所得がマイナスの担い手について、本当に実現可能と考えているのか。現

状の経営規模から考えると、目標が現実的ではないのではないか。また、年齢についても、

厳格に精査すべきではないか。 

 

事務局）所得がマイナスの担い手については、前年度の突発的な事情で出費がかさんでし

まったが、順調に経営が行えれば、計画達成が見込まれることから、認定したい。また、

高齢のため認定を見送る方もいるが、意欲がある担い手については認定していきたいと考

えている。 

 

Ａ委員）農業者全員の理解が得られるように、もっと厳格な認定の基準を定めるべきでは

ないか。現状の基準が曖昧な状態を継続するならば、申請者全員を認定してもいいのでは

ないか。 

 

事務局）意見は重く受け止めており、認定要件に満たない担い手については、認定の対象

から除外している。一方で、今後、地域農業の核となる認定農業者は拡大する必要もある

ことも御理解いただきたい。 

 

Ａ委員）補助事業等により公金を支出する場合もあるので、認定の審査はより厳格に行っ

てもらいたい。 

 

 

Ｂ委員）経営体における目標の年間所得は増加しているものの、主たる従事者を追加予定

であることから、1人当たりの年間所得が減少する場合も、問題ないという認識でよいか。 

 

事務局）目標所得は市の基本構想上の概ね４１０万円以上を目指すという考え方で認定の

基準を設けている。目標所得が概ね４１０万円を上回っていれば、現状所得を下回ってい

ても問題ない。 

 

 

Ｃ委員）申請番号３０番について、「農業用機械等の取得計画」の中に農業用ドローンが

含まれているが、どういった使途になるのか。 

 

事務局）確認の上、回答させていただく。 

 

 


